
◎　保健医療大学　保健医療学研究科の科目

前 期 後 期

保健医療倫理学特論 2 　 30  

医療科学特論 2 若干 30 指定された分野の知識を有すること

保健医療システム特論 2 　 30  

医療組織経済学特論 2 　 30  

看護学研究法特論 2 　 30  

看護学理論特論 2 3 30  

健康政策・関係法特論 2 　 30

原著講読特論 2 　 30  

臨床動作解析学特論 2 若干 30 理学療法士の資格を有すること

発達障がい理学療法学特論 2 若干 30 理学療法士の資格を有すること

理学療法臨床推論特論 2 若干 30 理学療法士の資格を有すること

精神障がい作業療法学特論 2 　 30  

身体障がい作業療法学特論 2 若干 30 作業療法士の資格を有すること

生活援助工学特論 2 5 30  

看護病態機能学特論 2 2 30

看護病態機能学特論演習 4 2 60

基礎看護学特論 2 3 30  

基礎看護学特論演習 4 3 60 指定された科目を履修していること

看護管理特論 2 若干 30

看護管理特論演習 4 若干 60 指定された科目を履修していること

母子看護学特論 2 2 30  

母子看護学特論演習 4 1 60 指定された科目を履修していること

周産期看護学特論 2 若干 30 大学院受験資格のあるもの

周産期看護学特論演習 4 1 60 指定された科目を履修していること

家族・在宅看護学特論 2 2 30 指定された分野の知識を有すること

成人・高齢者看護学特論 2 30  

精神看護学特論 2 30

精神看護学特論演習 4 60

運動解析学特論 2 若干 30 理学療法士の資格を有すること

運動解析学特論演習 4 若干 60 理学療法士の資格を有すること

運動生理学特論 2 　 30  

運動生理学特論演習 4 　 60  

運動機能理学療法学特論 2 若干 30 理学療法士の資格を有すること

運動機能理学療法学特論演習 4 若干 60 理学療法士の資格を有すること

神経機能理学療法学特論 2 若干 30 理学療法士の資格を有すること
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神経機能理学療法学特論演習 4 若干 60 理学療法士の資格を有すること

運動障がいリハビリテーション学特論 2 　 30

運動障がいリハビリテーション学特論演習 4 　 60

作業活動解析学特論 2 2 30 指定された科目を履修していること

作業療育学特論 2 　 30  

作業療育学特論演習 4 　 60  

注2）　教員の都合等により、集中講義で実施する科目もあります。

注3）　人数制限に記載のないものは、教室のサイズ等授業に支障のない範囲での受入れになります。　

注4）　時間割が確定するのは、平成22年4月1日以降になります。

注1）　上記科目は、平成21年12月25日現在の開講予定科目一覧です。都合により開講しない場合もあります。


